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当資料をご利用にあたっての注意事項等

●当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した資料であり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市

場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。●当資料に記載された過去の実績

は、将来の成果等を示唆あるいは保証するものではありません。●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全

性、使用目的への適合性を保証するものではありません。●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることが

あります。●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護

機構の保護の対象ではありません。●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●当資料に掲載されている

いかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。
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月次レポートとは？

投資信託の運用状況を知る方法のひとつに「月次レポート」の確認があります。月次レポートとは、各ファンドの1ヶ月間の

運用状況やポートフォリオの状況などをまとめたレポート（適時開示資料）であり、各運用会社のホームページ上などに掲

載されています。

図表1：投資信託協会の協会規則に定められている
適時開示項目月次レポートとは？

既に保有していたり、購入を検討している投資信託の運用

状況を知る方法のひとつに「月次レポート」の確認があります。

月次レポートとは、各ファンドの1ヶ月間の運用状況やポート

フォリオの状況などをまとめたレポート（適時開示資料）であ

り、各運用会社のホームページ上などに掲載されています。

投資信託協会では、運用会社が月次レポートで行う「適時

開示」の規則を定めています。こちらの協会規則では最低限、

月次レポートに記載する項目が決められています（図表1）。

加えて、月次レポートでは各社が自主的に投資家に開示す

べきと考える項目やコメントなども記載されており、充実した

内容となっています。したがって月次レポートを活用すること

で、運用状況や投資環境、運用会社の考える今後の見通し

について知ることができます。

投資信託の運用状況を把握するには「運用報告書」もありま

す。月次レポートは運用報告書に比べデータの更新頻度が

高いため、タイムリーな情報を得ることができます。

第５章 適時開示 第18条
委託会社は、その運用の指図を行う投資信託について、次に掲げる事項
を当該委託会社のホームページその他の方法により適時開示するものと
する。

（１）株式投資信託にあっては、次に掲げる事項について、当該各号に定
める内容を表示するものとする。

イ 当該投資信託の概要：設定日、償還日、決算日並びに基準日の基準
価額及び純資産総額等について表示するものとする。 （適時開示を行う
に当たり委託会社が任意に定めた当該適時開示の基準となる日をいう。）

ロ 基準価額推移のグラフ ：過去３年以上の期間について表示するものと
する。表示に当たっては、税金控除前分配金込みなど、その計算根拠を
明確にする。また、目論見書にベンチマークを明記している投資信託に
ついては、当該ベンチマークと比較して表示するものとする。

ハ 当該投資信託の期間別騰落率：基準日の基準価額を基準とし、１年間
及び３年間（設定から３年未満の投資信託は、設定来の期間とする。）の
期間の騰落率を表示するものとする。表示に当たっては、税金控除前分
配金込みなど、その計算根拠を明確にする。なお、目論見書にベンチ
マークを明記している投資信託については、当該ベンチマークの各期間
における騰落率を併せて表示するものとする。

ニ 費用に関する開示：前記ロの開示に当たっては、当該投資信託の信託
報酬率又は当該信託報酬率が変動する場合における基準日の直近の信
託報酬率並びに当該基準価額が信託報酬率控除後のものである旨を注
記する。なお、この場合、信託報酬額の表示に代えることもできるものとす
る。

ホ 分配金の実績：過去３期以上の期間について表示するものとする。

へ 資産の組入れ状況：当該投資信託の商品性格に応じて、資産構成、
組入上位銘柄及び業種別比率等により当該投資信託のポートフォリオの
状況を表示するものとする。

ト また、債券を主要投資対象とする投資信託で委託会社が当該投資信
託の商品性格上適切と判断する投資信託については、組入債券の平均
残存期間又はデュレーション等によりポートフォリオの状況を表示するもの
とする。
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月次レポートに記載されている項目（任意項目）

それでは月次レポートにはどのような項目が記載されてい

るのでしょうか。海外の株式に投資をするファンドを例にご

紹介いたします。まず、協会規則に定められたファンドの

概要、基準価額の推移、ファンドの騰落率、費用、分配金

実績（分配型の場合）、資産の組入れ状況（組入上位銘柄、

組入上位業種、組入上位国）などが記載されています。

これらの情報に加えて、運用会社が任意で記載している

項目として、基準価額変動の内訳、今後の運用方針など

があります（図表2）。基準価額の推移やファンドの騰落率

を見ただけではどのような要因で基準価額が変動したか

分かりづらいですが、基準価額の変動要因を見れば分配

金や信託報酬（その他）以外に株式の要因なのか、為替

の要因なのかを理解することができます。また今後のポイ

ントを読むと、運用会社のマーケットに関する見通しや今

後の運用方針なども確認できます。

このようにファンドの現状把握や今後の見通しを確認する

上で、月次レポートは欠かせないものとなっています。

図表2：月次レポート記載項目例（任意項目）


